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午後４時00分開会 

◎倭島（国際協力局民間援助連携室首席事務官） 平成21年度ＮＧＯ・外務省定期協議会第３回

連携推進委員会をこれから始めたいと思います。私は、本日司会を務めます民間援助連携室の首

席事務官倭島と申します。よろしくお願いいたします。 

 一言ご案内がございます。 

外務省とＮＧＯの定期協議会、年７回開催してございますけれども、今後は政務三役の方にも、

基本的には時間のとれる限りご出席いただくことになりました。本日早速、福山副大臣と西村政

務官にもお見えいただいております。後ほど一言ご挨拶を承りたいと思います。 

本日の議事次第でございますけれども、冒頭挨拶に引き続きまして協議事項が三つ、「ＯＤＡの

あり方検討について」「日本ＮＧＯ連携無償資金協力の改定案」「『草の根・人間の安全保障無償』

への日本ＮＧＯの協力・連携の推進」、それから報告事項が４点ございます。「ＯＤＡ予算」「活動

環境整備事業について」「５カ年推進チームの振り返り」、最後が「『パシフィック・パートナーシ

ップ』へのＮＧＯの参加について」、以上４点をご報告したいと思います。 

本日18時までの間、基本的に自由な議論をしていただきたいと思いますけれど、後の日程もご

ざいますので、なるべく時間内に終わらせたいと思います。ご発言の方は簡単にまとめてご発言

いただくようお願いしたいと思います。 

これは逐語で記録にとりますので、それを踏まえた上でご発言いただきたいことと、ご発言さ

れる際にはご所属とお名前を名乗っていただいてからご発言いただきたいと思います。 

では、まず福山副大臣から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

〇福山副大臣 皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、外務副大臣を仰せつかっ

ております福山でございます。こういう会ですので座らせていただきます。 

本日は第３回のＮＧＯの連携推進委員会にご足労いただきましてありがとうございました。 

我々としても、今、ＮＧＯの皆さんとの連携のあり方や、全体としてのＯＤＡの見直しをさせ

ていただいているところでございまして、きょうも事務方からご説明、ご報告があり、皆様方か

らのご意見をちょうだいしたいと思っているところでございますが、私と西村政務官ともどもに、

時間が許す限りはこの会に直接に出させていただいて、生の声をお伺いをしたいという思いで、

きょうは来させていただきました。さすがにフルタイムは厳しいかもしれませんが、私も１時間

半程度は座らせていただいて、皆様のお話を承らせていただきたいと思います。 

日ごろ、日本のＯＤＡ、そして開発、平和構築等々につきまして、それぞれの皆さんが世界各
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地でご尽力をいただいていることに心から敬意を表しますし、先ほどもチラッと申し上げました

が、岡田大臣のもと、ＯＤＡのあり方に関する検討会、タスクフォースを省内に立ち上げて、今、

日々検討しているところでございます。それに当たっても皆様からのご意見等も重々に、我々と

しては受けとめさせていただきたいと思いますし、後ほどご報告があろうと思いますが、日本の

ＮＧＯに対する支援の強化策ということで、予算規模の拡充や連携、無償の、より使いやすくす

るための方策等もきょうはご報告をさせていただきたいと思います。 

私どもとしては、政権が変わったということは、これまでのいいところは伸ばしていく、これ

までの評価いただいていることは伸ばしていく、しかしながら、これから改善をしていけるとこ

ろ、また、もっともっとＮＧＯの皆さんと連携が深められるような点については積極的に対応し

ていきたいと思いますし、それが、僕は政権交代の持つ意味だと思いますので、いたずらに前の

ことをネガティブに言ったり、いたずらに批判をするのではなくて、これまでを踏まえた上で、

ぜひ皆さんと建設的な意見を闘わし、そこから何か新しいものが生まれることを願っております

ので、ぜひよろしくご指導いただきますことをお願い申し上げまして、大変雑駁ではございます

が、冒頭のご挨拶にさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

◎倭島 ありがとうございました。続きまして西村外務大臣政務官、お願いします。 

〇西村政務官 皆さんこんにちは。外務大臣政務官の西村智奈美と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。座らせていただきます。 

 冒頭の福山副大臣の挨拶に尽きているかと思います。私からさらに言葉を重ねるようなことは

いたしませんが、日本の外交はいろんなアクターによって支えられていると私は考えています。

もちろん外務省としても、その先頭を切ってがんばっていくという決意でありますけれども、Ｎ

ＧＯの皆さんのご尽力、活動、これによって日本の評価が支えられている部分も大変大きいんだ

と私は考えております。 

 そういったＮＧＯの皆さんから、まさに日本の開発協力、平和構築、こういった分野について

政策提言を、議論のところから加わっていただくことは大変重要なことだと考えておりますし、

両者ともに活動を進めながらの議論でありますので、ときには外務省のスピードが速かったり、

あるいはときにはＮＧＯの議論が早く進んでいたりということはあるかもしれませんけれども、

一緒の方向を向いてオールジャパンで世界に対して貢献をしていくということでは、ともに努力

をしていきたいと考えております。 

 時間の許す限り、私もこの会議に出席をさせていただいて、生の声を聞かせていただき、政策
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にきちんと反映させていくために省内で努力していきたいと考えておりますので、どうぞ皆さん

からは忌憚のないご意見をお聞かせくださいますようにお願いをいたします。きょうはよろしく

お願いいたします。（拍手） 

◎倭島 どうもありがとうございました。 

 では、協議事項１に入りたいと思います。ＯＤＡのあり方について約30分お願いしたいと思い

ます。 

 まず片山様からご発言をお願いしたいと思います。 

●片山（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣ、国際協力ＮＧＯセンターの副理事長をしてお

ります片山です。ワールド・ビジョン・ジャパンというＮＧＯで活動させていただいております。 

日ごろから福山副大臣あるいは西村政務官、岡田外務大臣ともいろいろなところでお話しさせ

ていただく機会があって本当に感謝をしております。また、この連携推進委員会に初めて副大臣、

政務三役の方がお出になる。いつもは山田参事官が大変がんばってくださっているんですけれど

も、きょうは政務三役に加えて佐渡島局長も、そして牛尾課長あるいは川口室長と、外務省を挙

げてこれに向かってくださっていること本当に感謝をしております。 

新しい政権になりまして、今回、岡田外務大臣が、300日構想の中でＯＤＡの見直しをするとい

うことの発表がありまして、私どもは非常に期待をしております。そして、ＯＤＡはいいところ

もたくさんあります。本当にいいところ、日本のＯＤＡで誇れるところもたくさんありますけれ

ども、改善したらいいなと思うところもある。そういう中で、見直しをするという発言があって、

実際に岡田外務大臣からもそういうお言葉を聞いて、私ども、前向きなその姿勢に非常に敬意を

表しております。 

その見直しが実効性がよりあるものになっていくべきだと思いますし、私どもＮＧＯでふだん

経験していることを少しでもお話しさせていただいて、よりよいものにさせていただきたいとい

うことで、きょう、大事な連携委員会の最初に、福山副大臣と西村政務官がいらっしゃる間にこ

のことをやろうということで、トップの議題に持って来させていただきました。 

今、西村政務官から、議論の段階からＮＧＯも加わるようにというお話がございましたので意

を強くいたしまして、この30分の間しばらく討議をさせていただきたいと思います。 

私どもで提出させていただきました議案の説明書がお手元にあろうかと思います。私、書かせ

ていただきましたけれども、主にいろいろなＮＧＯの方々の声を聞きながら、きょう初めて、Ｏ

ＤＡの見直しということに関して、ＮＧＯと外務省で話す最初の日になりますので、全体的なこ
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とをよく理解した上で、今後どう進めていくかということをこれから協議させていただきたいと

思っております。 

全体的な理解をするために、ここで５点ほど私のほうで論点を整理させていただきました。 

まず、外務省の現状がどうなっているか、だいぶ早いスピードで見直しの作業が進んでいらっ

しゃると伺っておりますけれども、現状の概略をご説明願いたい。特に、その中で見直しの項目

は何なのかということで、後ほど、既に配られておりますペーパーの中で幾つかの確認をしたい。 

例えば私どもが従来から言っておりますＯＤＡ基本法とか、あるいはＯＤＡに特化した専門の

省といいましょうか、庁といいましょうか、そういうことまでも踏み込んでいらっしゃるのかと

いうことも含めて項目の確認をさせていただきたいと思っております。 

見直しの方法ですけれども、外務省の中にタスクフォースを立ち上げたと伺いましたが、見直

しの過程で、ＮＧＯはどういうところで意見を申し上げてよろしいのか、あるいはその意見をど

う反映させていくおつもりであるのかということを第３番目に伺いたいと思っております。 

体制ですが、タスクフォースということでございましたが、ＯＤＡ、本来であると、全体を考

えますと、もちろん中心は外務省ではありますけれども、外務省以外の省庁にもいろいろなとこ

ろでの関係がございます。あるいは私どもＮＧＯもございます。そういう意味で、タスクフォー

スが一体どういう体制で、どういう仕切りでなさっているのか、ほかのところの意見をどう聞き

取ろうとなさっているのかが４番目でございます。 

最後にタイムスケジュールでございますが、来年度の予算編成に反映させたいと聞いておりま

すので、かなり早いスピードで、この夏までにまとめたいというようなことも伺っておりますけ

れども、従来のＯＤＡの見直しに関しては、外務省さんを中心にかなり時間をかけて、いろいろ

な方々の声を聞きながら進めてこられたと認識をしております。そういう意味でタイミングがず

いぶん早いなという感じが正直しているんですけれども、その辺をどういうタイムスケジュール

でなさるのか、また、先ほどの体制のところでもございますが、従来ですとコンサルテーション

とか、あるいは専門の委員会も立って、そこで意見を聞きながら行っていく。そのための時間が

少しかかっていたということでございますが、その辺のところをまずご説明をいただきたいと思

っております。 

私どもとしては、そのご説明を伺った後、議論をさせていただきますけれども、いろいろなと

ころで見ますと、ＮＧＯは、外務省さんの資料によりますと、ほかのセクターとの話し合いの中

にＮＧＯが一つ入っているのと、大臣の横に「有識者」「ＮＧＯ」「経済界」という形で書いてお
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りますけれども、これがどういう意味を持つのか、ＮＧＯの意見が、理念とか政策とか体制に関

して、どこでどのように申し上げていったらいいのかということも合わせて議論させていただい

て、最後の議論の中で、ＮＧＯがいろいろなところで発言させていただきたいと思っております。 

以上が今日の主な論点ですが、特に連携で、従来からの連携委員会の中で継続して、具体的な

ＮＧＯとの関係で、ＯＤＡの中であるのは、ＯＤＡの支援策のスキームがございますが、その中

でどうなっていくのか、あるいは言うなれば本体事業、ＯＤＡ本体の中にＮＧＯがどう加わって

いったらいいのかということも、連携の委員会の中では今後じっくりと話もさせていただきたい

と思っております。 

以上、最初の提案として発言させていただきました。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

◎倭島 では、山田参事官、よろしゅうございますか。 

〇山田参事官（国際協力局） ＯＤＡのあり方に関する検討については、省内体制と項目につい

て、裏表の資料が配られております。 

現在、大臣のもとにこういう形でタスクフォースが六つ、「理念・基本方針タスクフォース」は

全体にかかるということで一つ上に書いてありますけれども、外務省職員、ＪＩＣＡ職員が参加

するという形で始まっております。 

これはピラミッド型のようになっておりますが、実際は副大臣・政務官と頻繁にいろいろな形

で意見交換、ご指示をいただいて、よりフラットな形で議論を行っているところです。１月にタ

スクフォースの一部が立ち上がりまして、これまでも何回か議論をいたしました。今後、できる

だけ早い段階で中間報告という形でまとめていきたいと考えておりますけれども、まだ具体的な

スケジュールが固まっているわけではございません。 

どういう形でＮＧＯの方々が参加するかということですが、横に「有識者」「ＮＧＯ」「経済界」

と書いてあるのは、私の理解では、いろいろな形で、ＮＧＯの方々あるいは有識者、経済界、ほ

かの省庁の方も含めて随時意見を聞くあるいは意見交換をするということでございます。ＯＤＡ

の見直しだけに特別の審議会的なものを設けるよりも、いろいろな形で、例えばきょうのこの場

でもそうですし、常にＮＧＯからはいろいろな提言をいただいております。きょうＮＧＯから配

られた「シナジー」誌に出ている提言は、昨年10月に発表されたものですけれども、私、文字通

り座右にその提言書を持っておりますし、いろいろな形でＮＧＯの方々からは、形式にとらわれ

ず、文書で出していただくなり、あるいは外務省の人間に対していろいろな注文、意見を出して
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いただくことで進めていこうと思っております。 

なおかつ、ＯＤＡのあり方に関する報告書がいずれできると思いますが、それはＯＤＡの改革

の終点ではないだろうと思います。どういう方策をとるべきかについての大きな方針が示されて、

それに従っていろいろな改革をさらに進めていくものと思われますので、ＮＧＯとの対話、連携

等については引き続き議論を行っていくのだろうと思いますので、その見直し過程にＮＧＯの意

見を反映させるのは可能かということについては、当然可能というよりも、既に副大臣、政務官

あるいは大臣も個別に、いろいろなＮＧＯの方々、有識者の方々と、ＯＤＡのあり方についてお

話し合いをされていると承知しておりますし、我々もできる範囲で行っております。したがって、

いろいろな形で皆様方からＮＧＯの意見をいただきたいと思っております。 

タイムスケジュールについては、基本的にはご指摘があったとおり、少なくともＯＤＡの予算

を来年度予算に反映できるようなタイミングで一定の成果を出すことが必要であろうかと思いま

す。正確に何月何日と決まっているわけではないですが、それを念頭に置いた報告をつくること

を考えておりますが、同時に、これは終点ではなくて、報告が出た段階で、どういう施策をとっ

ていくかについてさらに議論が進むものだと思います。 

ＮＧＯとの連携ですが、ここでは明示的に書いてあるのは「多様な関係者との連携タスクフォ

ース」だけですが、いろいろな形でＮＧＯとの連携、あるいは日本のＮＧＯ自体がいかに強くな

ってもらうかについて、各タスクフォースでそれぞれ議論がされております。 

「国民の理解・支持の促進等タスクフォース」、これはたまたま私がタスクフォース長を務めて

いるんですけれども、その中でも、ＮＧＯの方々といかに連携するか、いかに参加を促進してい

くかを議論していますので、今回のＯＤＡのあり方の検討の中でも中心的な議題の一つになろう

かと思います。 

私からは事務的には以上ですけれども、副大臣、政務官それぞれのお立場から、ＯＤＡのあり

方についてのお考えをお話しいただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

〇福山副大臣 中身の話はされないの？ 体制の話はされましたけど。 

〇山田参事官 ＯＤＡの見直しについては、六つのタスクフォースができているように、非常に

多様にわたっております。ＯＤＡの基本理念、基本方針が一番上にあるんですが、そもそも日本

のＯＤＡについては、必ずしも日本国民の共感が十分得られていないのではないかということを

岡田大臣が言っておられる。 

そのときに日本のＯＤＡ、そもそもＯＤＡという名前で国民に対して説明することが適当なの
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かということも議論しておりますけれども、どういう理念、基本方針、いままで大綱に書いてあ

ったことについて、それでいいのかどうか、それを絞るのか、そういうことについて議論を行っ

ているところです。ここは一番難しいといいますか、意見が分かれるところで、どういう結果に

なるかはまだ見通しがつきません。 

「理解・支持の促進等タスクフォース」は、最初に大臣がおっしゃったとおり、国民の共感、

理解が十分でない、日本のＯＤＡが海外で行っていることもあって、国民からわかりにくい、見

えにくいと思われていること、それから参加が十分でないことで、これをいかに抜本的に改革し

ていくかを多面的に議論しています。 

「革新的資金調達」については国際的にも議論がされておりますけれども、革新的な資金調達

についてのメカニズム、いろいろな税とかそれ以外の方式について議論しておりますが、日本で

どういうことが可能かについて議論しております。 

「多様な関係者との連携タスクフォース」は、ＯＤＡの実施に当たって、あるいは政策決定の

過程においてどう幅広い意見を集約し、活用していくか、人材を育成していくか、国際機関の活

用等、ＯＤＡの実施政策決定にわたって、いかに多様な関係者と連携していくかを議論している

ところです。 

「援助の効果的・効率的な実施」は、ある意味では技術的なところですけれども、それぞれの

援助実施の手段、案件形成・選択、評価にわたり、援助のそれぞれのサイクルにおいて、いまま

でもいろいろな改革を行っていますけれども、さらに新鮮な目で見てどういう改善が可能かを議

論しています。 

「ＪＩＣＡタスクフォース」ですが、ＪＩＣＡについては、昨年11月に事業仕分けでいろいろ

厳しく指摘がございました。これを踏まえてどうＪＩＣＡを改革していくかが一つと、ＪＩＣＡ

が新ＪＩＣＡとなって、いわゆる３Ｓと言われる統合効果を一層発揮すべく、どうＪＩＣＡの機

能を強化していくかを議論しております。 

ご質問の中で、何を見直すのかは、このように幅広くわたっています。理念、目的、政策、実

施体制、実施体制が、ＮＧＯの方々の提言にあるように、国際協力省の設置を議論しているかと

いうことは、事務方の議論の中ではそれは入っておりません。政治から指示が出れば議論になる

と思いますが、現在の段階で、事務方で、国際協力省の設置という議論は行われておりません。 

基本法については、例えば大綱の見直しがあるのかないのかで、大臣にも記者会見で質問が出ま

したが、議論の結果こういうものになるというものが出ることはあり得るかと思いますが、現在
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において、大綱の見直しありき、あるいは基本法という話が具体的に出ているわけではなくて、

まずは中身についていろいろ議論がされている状況です。 

◎倭島 今のご説明についてコメント等あればお願いいたします。 

●片山 ありがとうございます。少し全体が整理できて、よく見えてまいりましたけれども、最

後にいみじくもおっしゃった、例えば基本法あるいは省庁というのはかなり大がかりな抜本的な

ＯＤＡの見直しになると思います、もしやるとすれば。 

 それを今回外されている、あえて検討していないのは、今回の見直しが、抜本的なものよりも、

現状をいかによくするかという改善といいましょうか、そういう発想で進まれているのかなとい

う印象を持つわけです。 

私どもはそれはそれで一つのやり方だと思いますが、いずれどこかでかなり抜本的、根本的に

見直す必要があるんじゃないか。もう少し時間をかけて、いろいろな方の意見も聞きながらやら

ないといけないのかなというお考えがあってのことなのかどうかが一つの質問でございます。 

２点目は、例えばＮＧＯとの連携について、いろいろな形で、いろいろなところで常時行って

いくんだ、文書でもいいんだというお話がございましたが、理念とか基本方針のところでいいま

すと、私どもＮＧＯから見て、理念として、日本のＯＤＡが国際的な連携、ＭＤＧｓの達成とか

人道的な支援をもっと強く出したらいいのではないかというのがございますし、「国民の理解、支

持を得るため」のところでも、国民の理解がなかなか得られないのは、日本のＯＤＡが現地の住

民に直接届いて裨益しているのが見えてこないところがあって、いろいろなアンケート等も見ま

すと、人道的な援助をすることは賛成だという方が非常に多いけれども、ＯＤＡがそういうふう

に使われているかどうかわからないというところが、理解の問題にもあるんじゃないかと思いま

す。 

そういうことは私どもＮＧＯの経験から出てくることで、理念のところでもＮＧＯの意見が言

えるのか、あるいは国民の理解、支持、タスクフォースのところでどういうふうに我々が経験等

をお話しすればいいのかがいま一つ見えてこないといいましょうか、文書を出せというのか、山

田さんのところへ行って話をしろというのか、その辺はもう少し具体的に、どういう形で進めて

いくのか、ＮＧＯが入れるのかが第２点目です。 

もう一つあるんですが、私、いろいろなところで、外務省さんの無償のほうの委員もさせてい

ただく中で思うのは、理念と政策と事業は一貫していかなきゃいけないんじゃないか。理念はい

い、政策もいい、現場で行っている事業そのものもいい、だけど、日本のＯＤＡというカラーを
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もう少し一貫的に出す必要があるんじゃないか。ここに書かれている、全体にかかわるようなイ

シューはどこで議論されているのかなということも感じまして、その３点ぐらいが最初の取っか

かりの議論として、追加の質問として提出させていただきたいと思います。 

〇福山副大臣 重要なご指摘をいただいてありがとうございます。問題意識としてはほとんど変

わらないと私は思っておりまして、片山さんのおっしゃられたとおりで、ＯＤＡ庁もしくは国際

協力庁や省や、もしくは基本法という議論は抜本的だと。おっしゃるとおりだと思います。 

 今回はそうではなくて、多少現状をよくするような考え方なのかという議論があるんですが、

それはちょっと違っていまして、この議論を積み重ねる中で、ちょっと話が飛ぶんですけど、き

ょう、国会の中で、ＯＤＡの特別委員会が参議院でありました。私、答弁に立たせていただいて、

４カ所、４班に分かれて参議院の委員の方が去年の秋に視察に行かれた報告書が出てきました。

私は建設的な報告書が出てきたと評価をしているんですが、その中で、例えばカナダのＯＤＡ説

明責任法の話とか、ＯＤＡ基本法をつくるべきではないかとか、いわゆるカナダのピアソン平和

維持センターや省庁も含めて、新たな考え方が必要なのではないかという問題提起を、国会の中

からも、きょう、いただきました。 

 私は観点としては非常に重要だと思っておりますが、今、我々が作業をしているのは、そのこ

とが必要かどうかも含めて一度、この中間報告をまとめた上で、まさに片山さんがおっしゃった、

理念と執行と、現実に現場の話とがどうかつながっていて、国民が理解するための手法としてど

ういう仕組みがいるのかという議論の中で、結果として効率が要るのか、結果としてもう少し機

関が要るのかという議論があると思うんですが、初めに省庁をつくりましょうとか、初めに法律

があるということになると、目的が、法律をつくる目的になったり、省庁はどういう体制が要る

んだという議論になると、ここも僕は間違うと思っているので、先ほど山田参事官からお話を申

し上げた項目について徹底的に省内で議論をしようではないかというのが出発点だとご理解をい

ただければと思います。片山さんから言われたことを否定をしているわけではありません。 

  

 簡単に言うと、省庁をつくって新たな財政措置をつくるくらいなら、ＯＤＡの本当の事業予算

はまず反転攻勢に出るほうが優先順位が高いと僕は思っています。本音のレベルで申し上げれば。 

 ２点目の、ＮＧＯの皆さんの現場のお話をどこで言えるのかは、いつでもウエルカムでござい

ますし、どこかの時点で、中間報告の前ぐらいに、現場の意見を聞かせてくださいという機会も

できればつくりたいと思いますので、そこは我々は、先ほどから何ども申し上げておりますよう
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に、ウエルカムでございます。 

一貫性の問題は、我々は、ＯＤＡの掲げる旗は何なんだ、日本のＯＤＡは一言で言えばどうな

んだ、ＯＤＡの現場に行ったときに、各国で現場を見た瞬間に、これは日本がやったに違いない

と思ってもらえるような、我々の目指す旗を一回コンセプトとしてつくっていこうやというのが

今回の出発点でございます。 

だからといって、急激に、ある一定の国だけに集中するとか、今ある幾つかの、例えば平和構

築にしても、インフラの整備にしても、気候変動にしても、農業支援にしても、そういったもの

を、急にどこかのテーマに絞り込むことではなくて、手法ややり方や、ＮＧＯとの連携も含めて、

結果として出てきたものが、これは日本のコンセプトだねということを掲げましょう、それを国

民に一言で説明できるようなＯＤＡにしたいですねというのが我々のもともとの出発点で、その

ことは省内の議論でも非常に理解をしていただいていると思っておりますので、片山さんの一貫

性という問題意識については全く同じ思いだとご理解をいただければなと思います。 

以上３点。 

◎倭島 特段ございますでしょうか。 

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣの大橋でございます。きょうはご出席ありがと

うございます。私たち長く希望していたことがこのような形でかなえられて大変うれしく思って

おります。 

 片山副理事長の発言を後追いをするような形ですが、私どもがどう感じているかということを

シェアさせていただきたいと思います。 

 今の福山副大臣のお話を聞いてかなりわかることはわかったんですが、そういうことを事前に

聞いておくと、もっといろいろ言い方が建設的にできやすくなると思っております。 

 前政権の時代にＪＢＩＣとＪＩＣＡの合体というＯＤＡの改革がございましたね。この際、４

団体のネットワークＮＧＯは、JBICとJICAの合体の前に政府に対していろいろな意見書を出して

いるんです。そのとき私どもとしては、必ずしもNGOの意見を十分くみ取ったり意見を交換する場

は出来なかったという印象を持っているんです、残念ながら。 

 今回の改革の中でも、ご説明を伺うといろいろわかってくるわけですけれども、そんなに焦ら

なくてもいいんだとか、そういう場はつくれるんだということです。けれども、キチッとした場

を確保しておかないと、次に進んでしまってという形になるのは嫌だなというのが、私どもが申

し上げている一番の気持ちでございます。 
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 具体的に申し上げると、これを必ずしも同じように復活しろということではないんですが、私

どもから見ると、前はＯＤＡ総合戦略会議の中に、私どもから有識者の委員が２名入っていたん

です。それはなくなりました。なおかつ、ＯＤＡとＮＧＯの合同評価も、予算上の措置だったん

ですが、なくなりました。さらに最近ですが、私どもの野田副座長が委員をしておりましたＯＤ

Ａの有識者評価の会議もなくなりました。 

 そうすると、いわゆるＮＧＯ関係者で、外務省と公式な席で話をする場がなくなってしまった

というのが私どもの印象です。これらを、同じようにつくり直せと言っているわけじゃないんで

すが、 

 ＪＢＩＣとＪＩＣＡが合体し新JICAができた結果、私どもとしては、この外務省との定期協議

の場は前よりはずっとよくやっていただいているわけですが、ほかの手段がなくなってきている

という危機感を抱いています。 

 先ほどから片山も申し上げているように、どういう形でか制度的な保障を最終的にはつくって

いただきたいと思います。 

 今日皆様にお渡ししたJANICの機関誌「シナジー」144号のの30ページから私どもの提言書を掲

載しています。この提言書は昨年１１月のＯＤＡ改革パブリックフォーラムを開催した際に議員

の先生にも来ていただいてお話をさせていただきましたけれども、こういう形で私どもの要求、

多くのＮＧＯは大体これに遠からずの意見を持っていると思いますので、ご参考にしていただけ

ればありがたいと思います。 

 ここで一番お願いしたいのは32ページの一番下に書いてある「あらゆるレベルでの市民社会・

ＮＧＯの自立的活動の促進と参加を保障する体制」をつくってほしいということです。 

 先ほど西村政務官がいみじくもオールジャパンという言葉をおっしゃいました。オールジャパ

ンというのは、私ども、いままでの経緯ではそう簡単に乗ってこれなかった部分があるんですけ

れども、もしオールジャパンならば、この図の中で、ＪＩＣＡさんが全部のタスクフォースに入

られるように、ＮＧＯもあらゆるタスクフォースの中に入るぐらいの気持ちで行っていただくと

ありがたい。少なくとも事前説明があって、今後はそこで入るよということを教えていただくと、

私どもとしては、きょうの議論の仕方ももう一歩先に進んだものになったんじゃないかと思って

おります。 

 外務省は、この表でも、ＮＧＯと経済界とか、民間企業とＮＧＯと並べて書いてあるんですね。

この発言をすると、おまえさんたちＮＧＯがそう言うと民間も入れなくちゃいけないんだからと
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いう議論に持ってこられるんですが、そこは外務省が基本的に認識を変えていただきたいポイン

トです。私どもは地球益や公益のために活動しているのであって、市場原理に沿った利益を求め

た行動をしているわけではないので、それを並べて同じような扱いをされるのはおかしいのでは

ないか。ＮＧＯは、この分野の中でのもう一つのタスクフォースとして、日本の国際貢献の一翼

を担っている立場から見ていただく。そういう形での発言権、発言の場所の確保を積極的に、こ

れは福山副大臣や西村政務官に申し上げなくてもいいかもわからないことですが、外務省として

の認識を、企業の横に並べて、これをどうするかではなくて、ＮＧＯは特異な役割、ユニークな

役割を持っているんだということを認識していただきたいと強く思っております。いつも横に並

べて、これはここから話を聞くんだという感じになられるんですね。 

 最後のお願いですが、今後の話し合いについて、福山副大臣や山田参事官がおっしゃっていた

だいたことで心を強くしておりますが、今後、私どもとしてはＮＧＯのパイプとして、この場で

いろいろな形で、ここの世話人とかコーディネーターたちのメカニズムがありますので、いろい

ろな意見を申し上げるときの集約や情報の伝達もやらせていただきますので、ぜひご活用くださ

いと申し上げます。それもご認識いただければありがたいと思って申し上げた次第です。 

以上です。 

〇福山副大臣 大橋さん、ありがとうございます。あり方の検討の中で、オフィシャルなＮＧＯ

の皆さんの発言を確保する場を定期的に持つかどうかは、省内ではまだ結論が出ていません。 

 なぜかというと簡単なんですね。有識者の皆さんの審議会や、いろんな方を集めていただいて

のＯＤＡの見直しはこれまでもあったと僕は思うんです。審議会をつくり、諮問をさせていただ

いてというのが過去の歴史にはあって、そういう形はもういい、省内で問題意識を持って、そう

いった報告書がたくさん出ている状況の中で、現実問題として、それを実施するにはどうしたら

いいのか、より効率的に自分らも改善点を出していただいて省内で議論をしてくださいというの

が僕たちの強い思いでございました。 

 ですから、先ほど山田参事官がいみじくもおっしゃられた、このシナジーは座右の書としてあ

るというのはまさにそういうことで、分厚い報告書を出して、あり方について考えましたという

のはやめましょうというのが、はっきり申し上げると、我々の思いでございます。 

 省内にタスクフォースをつくったのもそういう思いでございまして、先ほど３カ所、いろいろ

な評価会議も含めて発言の場所がなくなりましたという話は非常に重要なポイントなので、今後

のＯＤＡのあり方の中で、どういう形で発言する場所をオフィシャルにつくっていくかは、十分
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にアイデアをいただければ考えたいと思いますが、あり方についての議論をするときに、オフィ

シャルにとか、定期的にという形になるかどうかは省内で決めていませんで、我々の議論ここま

で進めたけれども、どう思いますか、ＮＧＯのご議論も十分踏まえているはずですというプレゼ

ンをしたいというのが私の気持ちだと、岡田大臣も西村政務官も含めて、そういう認識だと思っ

ていただければと思います。 

◎倭島 何かございますか。 

●野田（名古屋ＮＧＯセンター） ありがとうございます。名古屋ＮＧＯセンター理事で、ＮＧ

Ｏ側の副座長を務めております野田といいます。よろしくお願いいたします。 

 副大臣の大変心強いお言葉ありがたく存じます。私からは質問というよりは、コメントという

形でお願いしたいと思います。 

 いみじくも山田ＮＧＯ大使がタスクフォースをされていらっしゃる「国民の理解・支持の促進」

は、ＮＧＯにとっても、外務省さんにとっても、日本のＯＤＡを考えていく上で、理念も大事で

すけれども、一番大事なことではないかと考えております。 

 その際に福山副大臣、西村政務官にご配慮いただきたいのは、国民は東京にいる人だけではな

いということです。当然のことだと思います。 

 特に西村政務官にあらせられては、新潟国際ボランティアセンターでご活躍だったと認識して

おりますけれども、私たち地域のＮＧＯの人間は、大手のＮＧＯの方々とはまた違った形で、そ

れぞれのコミュニティで市民の皆さんとさまざまな意見交換をしながら、国際協力ないしは地域

における多文化共生を含めたグローバル化の中でいかによりよい社会をつくっていくかというこ

とを、私たちは本当にフェイス・トゥ・フェイスで、草の根で行っているわけです。 

ですから、副大臣がおっしゃったことはよくわかったんですけれども、そこでぜひお願いした

いことは、ＯＤＡのあり方に対する検討を霞が関の中での議論にとどめず、副大臣ないしは政務

官、政務三役の皆様それぞれ地元をお持ちだと思います。 

余談ですけれども、岡田大臣の選挙区は私の地元と全く同じでありまして、そういった意味で

も非常に期待をしているんですけれども、地域のさまざまなＮＧＯ、そして市民の声を吸い上げ

る形で、この検討を進めて行っていただきたいと思いますし、その意味で、政務三役の両名、タ

スクフォースをされている山田大使には非常な期待を持っているところでございます。よろしく

お願いいたします。 

〇福山副大臣 素直に申し上げます。地域で活動されているＮＧＯがいらっしゃることは僕は
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重々承知していますし、私も京都ですから、いろいろなＮＧＯの方がいらっしゃって、私はいろ

いろなところとおつき合いをさせていただいておりますが、地域のＮＧＯの方と、どこを選択し

て、どこと議論をしたらいいのか、これは手法として難しいので、お知恵があれば教えていただ

ければと思います。 

●谷山（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣの谷山といいます。忌憚のないご発言ありがと

うございます。 

正直な、わかりやすい議論を受けて、私たちはこれからどういうふうに対応していったらいい

かと考えているんですが、３月９日の第３回ＯＤＡ政策協議でも、ＯＤＡの見直しについて議題

に挙げさせていただきたいと外務省さんとお話をさせていただいております。 

後ほど、きょうの議論を受けながら、もう少し論点を整理して、外務省、政務三役の方たちと

は話をしたいと思うんですが、基本になるのは、ずっと話をしてきているんですが、ＯＤＡの見

直しについて、どのようなＮＧＯとの協議の場を持つのか、あるいは市民の参加の場をつくるの

かと。 

そこのところである程度確認されているのは、ＯＤＡ大綱の見直しがありまして新ＯＤＡ大綱

ができたとき、またＯＤＡ大綱の見直しが12年、２年後ぐらいにあると思うんですが、同時に中

期政策の見直しがあった、そのプロセスの中で、積み上げられてきたＮＧＯの参加の場、パブリ

ックコンサルテーション、もう少し広く意見を求めるパブリックコメント、コンサルテーション

の場では、東京だけではなくて地方に行っている、いろいろな実績を積み上げてきているので、

基本的には私たちの理解では、それを上回る、それを改善するような参加の場をつくっていただ

けるという期待の中で、具体的にどうしたらいいのかをＯＤＡ政策協議の場でお話しさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎倭島 時間が押していますので手短にお願いしたいと思います。 

●野田 副大臣、ありがとうございます。谷山さんもありがとうございます。 

 今のことに答えますと、第一義的には外務省さんとＮＧＯの公式の対話の場は定期協議会にな

りますし、谷山さんがご発言になられたＯＤＡ政策協議会、そして、この連携推進委員会があり

ますので、まずはここでやっていただくのがよろしいかと。 

 私どもＮＧＯも、私は名古屋を代表して来ているんですけれども、名古屋だけではなくて、藤

野さんは関西から来ておられますし、皆さんそれぞれのセクター、地域を代表していらっしゃる

立場です。これが一つ。 
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 もう一つは、こういった協議会、東京だけじゃなくて、名古屋とか関西とか別の地域でもやる

わけですね。そういった場合は、オブザーバーとして、ほかの地域の方々もいっぱいお見えにな

りますので、大変恐縮ですけれども、お時間の許す限り、地域で開発される協議会にもご参加い

ただければと思います。 

 おっしゃられたように、さまざまなタウンミーティング形式のイベントないしはパブリックコ

メント等あると思いますので、その他のチャンネルも活用していただければと思います。 

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） アフリカ日本協議会及び「動く→動かす」の稲場と申します。

ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会の副委員として出ております。いろいろとお世話になってありがとうござ

います。 

 私からは２点ご質問をしたいと思っているんですが、片山さんの紙の裏にあります具体的な連

携の、これまで積み重ねられてきた議論があるかと思いまして、連携推進委員会の中では、こう

いうことが具体的にのぼるのかなと思っているんですが、１点お伺いしたいのは、「国民の理解・

支持の促進等タスクフォース」及びその他のタスクフォースの中で、前政権の中でつくられてい

る、いわゆるＮＧＯ、ＯＤＡ戦略的連携に関する５カ年計画についてはどのような形で扱われて

いるのかについてはぜひお伺いしたいと思います。 

５カ年計画の中で取り上げられているさまざまなテーマが、いわゆる「理解・支持の促進等タ

スクフォース」のみではなくて、ＯＤＡの主体的な担い手としてのＮＧＯということで言えば、

「援助の効果的・効率的な実施タスクフォース」とかなり関係のある議論であろうと思いますし、

国民参加で言っても、「多様な関係者との連携タスクフォース」、また、政策の担い手としてのＮ

ＧＯという側面もございます。これに関しては「理念・基本方針タスクフォース」という形で、

ＮＧＯとＯＤＡの連携は理解・支持だけではなく、すべてのタスクフォースに関係していること

であろうと思っているんですね。 

その点で、これまでさまざまな形で積み重ねられてきた議論、また、ＮＧＯ側がどのような要

請をしてきたのかということが、これらのタスクフォースの中でどのように挙がり、どのように

議論されているのかについて、手短で結構ですので、お答えいただけると大変ありがたいと思い

ます。 

〇川口室長（民間援助連携室） ５カ年計画のタスクフォースについては、ご承知のとおり種々

議論を行ってきて、いろいろな改善を検討してきているわけです。 

 ＯＤＡのあり方の検討との関連では、そういう意見も我々、タスクフォースに参加する際に、
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例えば民間援助連携室は、「国民の理解・支持促進」「多様な関係者との連携タスクフォース」に

参加しておりますけれども、そういう場で、皆様方から出てきた意見等を念頭に置きながら対応

してきておりますし、また、今後もしていくつもりです。 

〇山田参事官 ＮＧＯに関係することはおっしゃるとおりです。私も申し上げましたが、すべて

のタスクフォースにかかわる問題だと思っています。したがって、むしろＮＧＯタスクフォース

につくらないで、すべてのところで議論されているとご理解いただいたほうがいいと思います。

どういう形で議論されるかはそれぞれによって違うと思うんですけれども、いままでいろいろな

形で議論されてきた。 

 例えば５カ年計画については後で報告がございますけれども、正直なところ、必ずしもうまく

いっていないところがあると思います。いままで行ってきたことを、ある意味で我々見直して、

どこがよかったのか悪かったのか、それをどういうふうに直すべきかを議論しています。 

 今のところは我々の中で議論しておりますけれども、先ほど副大臣おっしゃったとおり、どこ

が問題かは、皆様方の意見は我々もかなり聞いているつもりですし、聞いているというのは、そ

のとおりと必ずしも申し上げているわけではないんですけれども、我々が納得できる点、そうで

ないと思う点も含めて、いままでどういう意見を承ってきたのかをよく分析しておりますし、私

が最初に申し上げたとおり、この報告ができたのは、ＯＤＡの改革の終点ではなくて、それから

さらに進めていくものだろうと思います。 

フォーラム的なものが、例えばＮＧＯの人と意見を闘わす場がなくなってきているというお話

がありました。それを何とかしなければいけないということは、我々の政務三役を含め、外務省、

ＪＩＣＡの関係者の頭の中心部分にあるところです。どうするかは今すぐ結論があるわけではな

いですが、そういうことは当然念頭に置いております。 

したがって、いろいろなところでＮＧＯとの関係が切り口、ＮＧＯというか、広く市民社会と

言うべきか、が出てきている。そして、いろいろな意見を、いままで出てきた意見も踏まえてい

るし、これから出てくるであろう意見についてもオープンに伺いたいということでございます。 

●片山 きょう初めてイシューがここで出たものですから、紋切り型というか、聞いたり答えた

りという形になってまいりましたけれども、説明を伺って私どもわかりましたので、今後も継続

して、意見交換という形のほうがよろしいかなと思うんですね。こちらが、どうですかと聞くん

じゃなくて。ぜひ続けていきたいと思います。きょうは、最初としては大変よいお話を伺わせて

いただいたので本当に感謝しております。 
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長い時間すみません。時間をとりすぎました。ありがとうございます。 

◎倭島 ありがとうございました。 

次の議題に移らせていただきます。日本ＮＧＯ連携無償資金協力の改定についてご説明いたし

ます。 

〇川口室長 民間連携援助室長の川口からご説明申し上げます。オレンジ色のラインのついた紙、

「日本ＮＧＯに対する支援強化策（Ｎ連改訂案）」に基づきながらご説明したいと思います。 

 他方で、座長の大橋さんから「改訂案に関する要望」というペーパーも出ておりますので、こ

れについてもご説明させていただきたいと思います。 

 まず、外務省からのペーパーでございますけれども、ＮＧＯ側とも意見交換を行ってきた内容

をできるだけ含んだつもりでございます。現在、本ペーパーのラインで取り進めていくことを考

えておりまして、こういう改訂に伴って、「ＮＧＯ連携無償の申請の手引き」も改訂が必要になっ

てきますので、これも新年度に間に合わせるべく改訂を始めておりますし、また、行っていく考

えでございます。 

日本ＮＧＯに対する支援強化策は三つの軸があります。オレンジの部分がそうです。 

第１に「予算規模の拡充とユーザーフレンドリーな資金供与メカニズムの構築」ですが、ここ

のねらいは予算の拡充と、ＮＧＯにとって使い勝手のよい資金スキームにすることにねらいがあ

ります。資金につきましては、日本ＮＧＯ連携無償予算、今からＮ連と略させていただきますが、

これを現在、50億円目途を考えております。 

Ｎ連と草の根・人間の安全保障無償予算との一体的な運用によって、ＮＧＯからの資金需要に

柔軟に対応することを考えております。足りなくなった場合には草の根予算から持ってくる可能

性も検討しているということです。 

２番目に、よりユーザーフレンドリーな制度という点ですが、一つは供与限度の要件を緩和す

ることを考えております。現在、300万を超えると１割自己負担で事業を行っていただいておりま

すが、原則として自己負担を撤廃いたします。 

次に支援対象経費の拡充ですが、これまで充当されなかった経費をより幅広く見ていこうとい

うものです。この中には広報費用、既に存在する現地での事務所の借料、例えば新しいＮ連の事

業を始めたときに応分の借料は新しく見ましょうということでございます。出張者・駐在員のい

ろいろな海外傷害保険、予防接種費、人件費に関する制限等を緩めることを考えております。 

３番目に手続の簡素化を考えています。現在でもかなり書類は軽減化しておりますが、一部の
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提出を免除することによってさらに軽減を図っていきたいと思います。審査期間についても、最

近がんばって短くしてきておりますけれども、これも２カ月以内を目指したいと考えております。 

２番目の「ＮＧＯとの連携強化によるＯＤＡ実施」につきましてですが、これまではＮＧＯの

発意によって案件を支援してまいりました。しかし、外務省とＮＧＯが連携して、ＯＤＡの本体

事業にＮＧＯが参画していくのであれば、外務省の意図もある程度反映したものをＮ連でもやっ

ていただきたいというのが、この中には入っております。 

ＯＤＡの実施における外務省とＮＧＯの連携を一層強化するという観点から、国際協力におけ

る重点課題、地球規模課題の解決、国際社会の平和と安定、こういった広い見地から、特定の地

域分野を重要分野として選択して、それにつきまして、日本のＮＧＯが行う事業については一定

の条件のもとで優遇措置、例えば供与限度額を拡大するとか、一般管理費を５％程度供与させて

いただくとか、複数年事業を認めるといったことですけれども、こういう優遇措置をとって積極

的に支援していきたいと考えているものです。 

２点目に関しましては、大橋座長のペーパーにある点ですが、もともと「ＮＧＯとの連携強化

によるＯＤＡ実施」につきましては括弧書きで「リーディングＮＧＯの育成」が入っておりまし

た。これについて、ＮＧＯを差別するような、格差を設けるようで好ましくないということで、

削除してほしいという要望がＮＧＯ側からありました。このペーパーではその部分を削除してお

ります。 

もう１点は、１行目の中段、このペーパーでは「国際協力における重点課題」となっておりま

すが、もともとのペーパーでは「外交政策上重要な特定の地域分野において」という表現になっ

ておりました。このところにつきましても、草の根を行うＮＧＯとの連携無償にそぐわないんじ

ゃないかという意見がありまして、例えば「地球規模問題を解決する上で特に重要な地域分野に

おいて」と訂正してほしいというご要望がございました。その点も踏まえまして表現ぶりを「国

際協力における重点事項」という言い方に変えて、きょうのペーパーどおりの中身にさせていた

だいております。 

３点目の項目ですが、「Ｎ連の対象事業として平和構築事業を追加」したいと思っております。 

これまで平和構築に類するものについては一部、社会開発の中でも事業は行ってきましたけれ

ども、ここのねらいは、Ｎ連に新たに平和構築事業をキチッと追加して明記して、これまでのＮ

連の対象分野では扱うことができなかった、例えば「和解、相互信頼醸成に資する支援、ＤＤＲ

支援、ガバナンス支援等を支援する」ということで、平和構築事業を明記したいと考えておりま
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す。 

以上３点につきましては、先ほども申し上げましたように、こういう形で取りまとめていく考

えでありますし、合わせて申請の手引きも変えていく考えであります。 

１点説明を漏らしておりますが、大橋座長の要望書の中で、重要な２点目の問題についてです

が、重要な地域分野については、ＮＧＯ・外務省の連携推進委員会で協議した上で設定すること

を受け入れてほしいという要望を出していただいております。本件に関しましては、ＮＧＯ側の

要望等も踏まえてまいりたいと思います。 

例えば３月10日ぐらいまでにＮＧＯ側全体として意見を集約していただいて、重要と考える分

野、地域を例えば10件程度、外務省に提案いただいて、その上で検討をさせていただいたらどう

かと思っております。 

私からは以上でございます。 

◎倭島 今の点につきましては大橋様から。 

●大橋 川口室長からのご説明ありがとうございました。私どもの今西委員や稲場委員から全体

についてのお話を、かなり前向きな評価をさせていただくつもりですが、川口室長の今のご提案

については予想していなかったものですから、正直申し上げて準備をしていないので、どうお答

えしたらいいか、今すぐにはあれだと思います。 

 ただ、私ども懸念しておりましたポイントについてかなり理解をしていただいたことはありが

たいと思っております。 

外交政策上ということで、外交とは何かという議論を始めると議論が長くなりますし、国益と

は何かという議論を巡っていても話が長くなるばかりで、一般的にはＮＧＯは国益や外交益とは

ちょっと離れた角度、あるいはそれとは対立するような立場でも活動することが、広い意味での

国益や外交益にもつながることを理解してもらわないといけないわけです。世界的にはＮＧＯが

ＯＤＡの下請け化をしているのは、先進国でも途上国でも共通の現象としてあるだけに、ＮＧＯ

側としては、そういう誤解を避けて多角的な、幅の広い器量を持ったＮＧＯ、日本の国際貢献の

ありようを実現したいということを申し上げたくて、「外交上の重点」を取っていただきたいと強

くお願いを申し上げた次第であります。それを聞き届けていただいたことは非常にうれしく思っ

ております。私のペーパーに沿って説明をしているわけですが。 

第２点目について先ほどお答えがなかったので、今、主な質問点にしようと思っていたわけで

すが、取りまとめろということですが、３月までにどう可能かということについてはお話として
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はわかりました。私どもが想定したのは、この場で、例えば外務省がこんな案を出されて、こん

なことでどうか、あるいはそれを事前に提示を受けて、私どもが意見の集約をすることを考えて

おりました。 

泣き言ですけど、私どもネットワークでの取りまとめというのは、それこそ手弁当、持ち出し

でやっていることなので、そこをすべてこちらから持ってこいと言われても、すぐにできないと

ころがあります。特に今年度ですね、時間があれば、来年度どうしていくかというメカニズムは

考えられますが、今年度についてすぐ持ってこいと言われても、ちょっとできないかもしれませ

ん。そのメカニズムは後でこちらで検討させていただいて、なるべくお答えをさせていただくと

いう形です。 

ただ、何となくボヤッとですが、望んでいたのは、この場で、来年度はこことここを重点にし

たいがどうかということを事前にお示しいただいて、私どもが意見を述べさせていただいて、意

見書が形成できればつくりますし、形成できなければ、この場で聞いていただくしかないわけで

ありまして、ＮＧＯはいつも一枚岩ではございませんので、大体の意向がそろったときは私ども

意見書を作成いたしますので、今回もそうできるかどうかが自信がないところでございます。 

一本化できればいいですし、一本化できないこともありますので、そこのところは、今年につ

いては後で具体的にお話をさせていただく、来年度以降はそういうメカニズムを、スケジュール

と合わせていただいて、ややもすると、先ほどから野田委員が申し上げておりますけれども、東

京の一部のＮＧＯがどんどん進めるのではないか、リーディングＮＧＯが引っ張ってしまうので

はないかという懸念の声は多少聞こえてきております。そういうことも払拭して、みんなが参加

して、ある程度までは納得できるトランスペアレントなシステムをつくらないと、ＮＧＯの意見

を聞いたから、ＮＧＯはこれでいいでしょう、というのはやりかねるかなというのが、聞いたと

きの直対応でございます。今年度についてどうするかは具体的にお話をさせていただく、来年度

からはもうちょっとメカニズムについて相談をさせていただくということで、私は質問する予定

だったんですけど、かえって質問されてしまったのでお答えをしておきます。 

１点だけですが、先ほど私どもの準備会合でも話題になっていたんですが、Ｎ連予算にある「5

0億円目途」は、「ＯＤＡ予算の概要」のその２のⅢで、ＮＧＯとの連携34億円という数字とどう

いう関係になるのか、Ｎ連が、私どもは36億円という数字をいままで伺っていたんですけれども、

非公式なレベルでですが、50億円が来年度のことなのか、目途で数年後のことを目指しているの

か、ほかの予算がくっついてそうなったのかということを、具体的なところでご説明いただけれ
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ばありがたいと思います。 

〇川口室長 予算につきましてはご承知かと思いますが、本年は重点事項別の、新政権になりま

してから、予算の立て方になった関係で、正確な数字を申し上げると、いわゆるＮ連、日本ＮＧ

Ｏ連携無償の額は33.6が来年度に計上されているものです。したがいまして、50億の場合は、残

りの部分を草の根・人間の安全保障無償のところからもらってくることを考えております。 

〇山田参事官 わかりやすく補足したいと思います。 

 日本ＮＧＯ連携無償という肩書がついているのは33.6億円ですが、草の根・人間の安全保障無

償予算と一体的運用ということで、それを一つのものと考えて、日本ＮＧＯ連携無償へのニーズ

が多いのであれば、50億円目途ぐらいは草の根に食い込んで伸ばしていこうと考えているという

ことです。そういう意味では、草の根安全保障、日本以外のＮＧＯ等への予算がその分食い込ま

れることにはなるんですけれども、日本のＮＧＯをより積極的に支援したいということで、そう

したことを考えているということです。 

 重点課題をどういうふうに決めるかということですが、外務省とＮＧＯがパートナーとして、

双方が納得するように決めようと。それは連携推進委員会で議論してもいいんですが、連携推進

委員会も数カ月に１度しか行われませんし、それを待たずに、より具体的にＮＧＯからも意見を

出していただいて、あるいは我々から意見を提示することもあり得ると思いますけれども、より

効率的に進めていこうということです。 

 実際にこれが開始されるのは来年度からですので、今年度にすぐ決めて、すぐやるというより

も、来年度の開始を目指して重点課題、地域を決めていくとご理解いただければと思います。 

●大橋 今の大使のお話のことですが、私どもとしては重点項目を、なるべく多くの方に参加し

ていただいて決めていただきたいと思っております。この会は年に３回しか開かれないというこ

とですが、私どもとしては、できる限りこの会を、多少時期をずらしても、この会、あるいはも

う一回開くのでもいいんです。私ども、この会に向けていろいろ、外務省さんの内部には見えな

いかもしれない準備プロセスを経ています。各地域ネットにもつながっておりますし、メーリン

グリスト等で細かく意見聴取をしておりますので、これ以外のメカニズムができると、小さなＮ

ＧＯさんにとっては、そこに参加しろと言われてもできないという話になって、一部のＮＧＯが

やっているのかという話になりますので、ほかのメカニズムをたくさんつくられると、全体とし

てはどうしても負担がふえてしまいます。ですからなるべくこのメカニズムをうまく使って、こ

れをあと20％多く活動しろということはそんなに難しくないんですけれども、新たなメカニズム
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で意見集約をして出して来いと言われると、またそれで全部走らなくてはいけなくて、事務局を

だれが担当するのという話になります。このためのお金の話はいずれまたお願いしなくちゃいけ

ないかもわからないけれども、なるべく既存のメカニズムを使って、私どもとしては、いろいろ

なＮＧＯがあるから全部の声は集約できないにしても、大体は集約されたよという形にさせてい

ただきたい。ですので、このメカニズムをなるべくサイクル的に生かしていただきたい、という

のがお願いでございます。 

 これのエクステンションの形でタスクフォースをつくってやるという形もあります。今後こう

いう形でやれば、タスクも必ずこの場で報告する原則でやっています。私ども、この前の２時間

から３時間議論していますので、その前にまたメーリングリストでいろんなことを情報交換して

いますので、このプロセスに、できたら乗せていただきたいということです。 

◎倭島 ほかに、この点についてコメントは。 

●藤野（関西ＮＧＯ協議会） 関西ＮＧＯ協議会の藤野といいます。 

 今、大橋さんから言っていただいたんですけれども、特に地方のＮＧＯ、それぞれ小さいもの

ですから、自分のところの仕事で手いっぱいのところに、外務省さんとかＪＩＣＡさん、旧ＪＢ

ＩＣさんたちとのやりとりがあるんですが、東京まで来てお話しする時間もなかなかとりにくい

中に、今言っていただいたように、別の場がということになると、ますますオーバーワークにな

ってしまって手が出しづらくなってしまう。ですから、この中にいろいろ盛り込んでいただく。

この場とは別に、ＪＩＣＡさんとも定期協議を持っているんですが、その二つでも、関西からす

ると手いっぱいのところがあったりしてなかなかしんどいところがありますので、場をたくさん

つくっていただくと本当に追っかけきれなくなってしまって、そうすると、東京の一部のＮＧＯ

さんしか出てこれないことになるのは逆行するようなところがあると思います。ご検討いただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

●釜野（ネパールＮＧＯネットワーク） ネパールＮＧＯネットワークの釜野です。私ども30団

体ほど全国にちらばっていまして、大きな目的と理念でまとまって、この会が出きているので、

大橋さんが言ったように、ある程度きちんとしていないと、会の存続さえ難しくなりかねません。

その点よろしくお願いいたします。 

●今西（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会から委員として出ていますワールド・

ビジョン・ジャパンの今西と申します。 

 今の議論は一応置いておいて、今回のＮ連の改訂について、特にユーザーフレンドリーな制度
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への変更につきまして、ＮＧＯ側にとっては、いままで要望していた項目がたくさん入っており

ます。皆様のお手元に横書きで「平成21年度現在のＮＧＯ連携無償資金協力事業の制度に関する

ＮＧＯの要望（とりまとめ）」がありまして、それに赤で、今回の改訂に沿って、より細かい、む

しろＮＧＯから、こういう改訂をしていただきたい、変更をお願いしますと言ったことに対して

回答をいただいております。これをザッと拝見させていただきまして、かなりなところを了解ま

たは改訂できますというご回答をいただいたことに関して、ＮＧＯ側を代表して心から感謝いた

したいと思います。これによって、長年、この項目は何とか改訂していただきたい、あるいは変

更していただきたい、あるいは受け入れていただきたいという項目もたくさんありますので、今

回、このような形でいろいろな意見を受け入れていただきまして改訂されたことは本当にありが

たいと思います。 

 先ほど川口室長から、これに基づいて、新たな22年度の手引きの改訂をする作業があるとお伝

えいただきましたけれども、一つ、この点で要望がありますのは、改訂をした際に、手引きが完

成なり、キチッと整理された段階で、ＮＧＯに対しての説明会をしていただきたいと思います。

そして、説明会をする中で、いままでも手引きは毎年改訂されていて、それに基づいてＮＧＯも

申請書を書き、実際の事業を行い、変更すべき点があれば、現地の大使館あるいは民間援助連携

室の担当の方と話し合いをしながらしているんですけれども、書かれている内容は限界があって、

その中で、解釈によって理解が違ったり、あるいは現地の大使館と、我々が聞いていた話と違っ

たり、その辺についても要望の中で、改善していただきたいということを申しまして、そこにつ

いても善処していただけるということはいただいているんですけれども、何ぶん担当者もかわっ

たりとかいろいろなことがありますので、説明会をしていただくと同時に、Ｑ＆Ａのような形に

したり、あるいは随時、手引きの中でのわからない条項については、例えばＮＧＯ側から、この

辺について理解が進まないといったところ、例えば在外公館の方とうまく理解が進んでいないと

きには、民間援助連携室の中で、言葉は悪いかもしれませんが、苦情処理といいますか、理解を

進めるような窓口をつくっていただいて、ＮＧＯ側がそこら辺の問題を解決していくような機会

をいただければと思います。 

 手引きは手引きとしてあって、それをさらに具体的に実際に運用していくときにはこういうこ

とであるという一種のマニュアル本、Ｑ＆Ａ、どういう形でもいいと思いますので、我々ＮＧＯ

側としては、そういうものをつくることに関しては全面的に一緒に作業させていただきたいと思

いますので、これはＮＧＯ側にとってだけではなくて、外務省の担当されている民間援助連携室、
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あるいは在外公館の担当の方にとっても、理解が最初にすっきりしていればスムーズに進むこと

だと思いますので、今後、その辺についてお話しさせていただきながら、我々のＮ連を使った事

業がスムーズに進むことに関して一緒に意見調整、ご相談させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇川口室長 幾つか出ましたのでお答えさせていただきます。 

 一つは、本委員会のメカニズムを使ってほしいということですけれども、できるだけそういう

形で進めていきたいと思います。ただ、ＮＧＯ側において、こういう場ですと時間がそんなにと

れませんので、事前にいろいろ詰めておく部分があるかと思いますが、どれだけその作業を行っ

ていただくかということかと思います。 

 もしくは、さっき大橋さんが言われていましたけれども、タスクフォースみたいなものを連携

推進委のもとにつくって、そこで調整して本会で上げることも一つの方法かと思います。 

 今西さんからご指摘のあった点ですけれども、ＮＧＯへの説明会、改訂後に設けることとした

いと思います。そこのところはご相談させていただきたいと思います。 

 手引きに、さらに手引きの運用みたいなものをつくるというか、それは労多くして功少なしと

いう結果になると思います。ですから、できるだけ現在の手引き自体のわからない部分とかわか

りにくい部分をなくしていく努力のほうが大事だと思いますので、そういう点があれば、そちら

を改善することに力を入れたいと思います。 

 在外公館との問題ですけれども、これはときどきお伺いしますけれども、手引きの解釈が分か

れるような部分があるかもしれませんので、そういうことをなくすとか、在外に赴任していく人

にできるだけ事前にブリーフィングするという形で、そ部分は本省も在外も食い違いが起こらな

いようにしていきたいと思います。 

 予算の件で私、若干間違っていた部分がありますので訂正させていただきますけれども、Ｎ連

の３３．６の他にアフガン、パキスタンの支援のための予算もございますので、それをつけ加え

させていただきます。 

◎倭島 かなり時間が押していますので、最後に一言だけ簡単にお願いします。 

●今西 ありがとうございます。 

 手引きにプラスしてつくる、確かにそうなんですけれども、できれば我々のほうで、例えば手

引きの中であいまいな部分の解釈について、いろいろ意見の分かれるところがあったということ

は、クエスチョンでこういうことがありました、それに対してアンサーはこうであるというのを
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ＮＧＯ側で用意して、それを確認していただいて、それをＮＧＯ側でシェアするとか、そういう

形で、手引きにすべてを載せるのはかなり難しいんじゃないかなと思います。ですので、事例に

基づいて、どういうことが正しい理解なのかを積み上げていかないといけないと思いますし、そ

の積み上げというか、いままでの経験はＮＧＯの中でもたくさんあって、整備すべきところは整

備していけば、より迷わずに進めていくことができるのではないかと思いますので、その辺につ

いてご協力いただいて、だれが対応しても、あるいは事業を実施しても、違った理解にならない

ようなことで、これはご相談させていただきながら進めたいと思うので、よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございます。 

〇川口室長 今の点、承知いたしました。お互いに協力しながら取り組んでいきたいと思います。

よろしくお願いします。 

◎倭島 きょうはかなり議題が多くて、この後四つ、五つございますので、一言ずつということ

でお願いします。 

●野田 ありがとうございます。副大臣、政務官そろそろ時間と思いますので、これだけ言わせ

ていただきます。 

この協議会は議論はもちろんさせていただきますが、議論をするだけの協議会ではないんです。 

例えば今回のＮ連のことに関しましても、これのタスクフォースとして、先日、倭島さん等大

変ご尽力いただいて意見交換会をしました。その際、例えば「リーディングNGO」や「外交上の重

点」等については問題がある等の議論をさせていただき、提案もさせていただきました。その結

果が具体的な形として、目に見える形として、こういう形で成果として上げていただいたことを、

ＮＧＯとしては本当に心から外務省さんに感謝しています。 

また、これまでの一つのグッドプラクティスとしましては、タスクフォースという話が出まし

たけれども、「国際協力とＮＧＯ」というパンフレットを一緒に、議論だけじゃなくて作業をさせ

ていただきました。政策課の皆さん、民連室の方に本当にお世話になりました。その結果、非常

にいいパンフレットができて、国連公用語にも翻訳されたと聞いております。 

私どもとしては、こういった形で外務省さんと議論をしつつ、かつ、一緒に具体的に仕事をさ

せていただいて、このように成果を生ませていただけることは本当にありがたいと思っておりま

すし、きょうのＮ連のことに関しても議論だけではなく、一緒にがんばって成果を生んでいく、

そういった形で進めさせていただければと思います。 

お礼として述べさせていただきます。以上です。 
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●谷山 ＮＧＯの会議から託されて一言だけ述べさせていただきたいと思います。 

 全般的に改善されたということ、今、皆さんがおっしゃったとおりですが、１点だけ、治安の

問題で退避勧告地域では日本人職員が駐在することができないというような議論はもう５年、６

年長く議論をされていました。これについては各国の国際ＮＧＯなどとの比較を含めて、かなり

異質な対応だと思っておりますので、特に新たな課題として追加された平和構築事業が対象にな

っているわけですが、安全ではない地域でだけ平和構築事業をしろと言うわけにもいかないわけ

で、本当の意味で日本のＮＧＯが国際的に活躍し力をつけるためには、紋切り型の安全対策で、

行ってはだめだと言うのはなかなか難しいということで、議論継続と書いてありますけれども、

ぜひ具体的な議論のステップをつくっていただきたいと思います。 

●佐藤（ＩＣＡ文化事業協会） ＩＣＡの佐藤と申します。 

 ＮＧＯの連携強化、ＯＤＡに関する、特に一般管理の供与５％と先ほどおっしゃっていただい

て本当に感謝したいと思います。もしこれが10％だったらもっといいなという感じでございます

が（笑）、今後ともよろしくお願いします。 

 もう一つ、外務省さん、特にＮ連の中に国際協力、日本の中でもたくさん政府関係者の研修は

あるんですけれども、ＮＧＯまたは市民リーダーを育てるための予算はかなり制限されているよ

うに私は思います。どう提案していいかもわからないということがありますので、特に日本の旗

を振るんだったら、日本に来る人たちをふやすことが一番大事ではないかなと思います。ですか

ら、日本を見てもらうことで日本を知ってもらうということであれば、日本に来る人たち、特に

市民レベルでそれができるようになるような予算づけがあったら、Ｎ連の一つの人材というか、

ソフトな面でも活用がもっとふえてくるのではないかしらと感じます。これは感想だけですので。 

 本当にありがとうございました。いろいろな改善策、特に時期的なものも２カ月というところ

で本当に感謝いたします。 

（福山副大臣退室） 

◎倭島 今のところについてはよろしければ、時間が押していますので、次の議題に移りたいと

思います。 

 「草の根・人間の安全保障無償への日本ＮＧＯの協力・連携の推進」ということで、まずは大

橋座長から一言お願いします。 

●大橋 たびたび発言して申しわけございません。ごく簡単に早口でご協力をしたいと思います。

お手元に資料があると思います。 
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 この間、この協議会はどちらかというとＯＤＡから私どもＮＧＯに、どういうふうに、いろん

な形で、お金を中心として便宜を供与していただくかという話が中心だったわけです。しかし本

当の意味での連携というのは、私どもの持っているものを、外務省さんのＯＤＡの中でも使って

いただくような連携になっていくのが、より質の高い連携になっていくと考えて、この提案を20

06年から、今回３回目でさせていただいております。 

 なぜこのことを言っているかといいますと、草の根・人間安全保障無償、今回一体化して運用

して、これ、もしかすると減るよというお話しですが、考えようによっては、これはきわめて重

要な援助をしているわけでありまして、それが減っていいのかという議論は当然出てきてもいい

だろうと思います。 

 ただ、今のありようについては、みんなが納得できるというふうに必ずしもなっていない。あ

るいはトランスペアレントな形には十分になっていないと思います。そういう意味で、もし納得

できるものだったら、ここも、私どもＮＧＯとしては、現地のＮＧＯに裨益するものとしてふや

せという議論をしないといけないのかもわからないわけです。しかし、それをするためにも、も

う少し私ども、情報を一緒にわかりたいというのがご提案の趣旨でございます。 

 繰り返して言いますが、日本のＮＧＯにいただいているお金はざっと言って30億円ぐらい、現

地のＮＧＯには100億円のお金を外務省さんが配られている。そういう意味できわめて草の根的に

裨益、直接顔の見える援助をなさっているということで、現地のＮＧＯに対する効果は非常に大

きいと思います。 

 昔、日本にこれがなかった時代に、欧米にあってどうして日本はないのとよく言われていたわ

けでありまして、そういう意味では今はあるよと言うことができるので大変いいわけです。 

 しかも、簡単に申し上げると、例えば私はシャプラニール＝市民による海外協力の会というＮ

ＧＯで30数年活動しておりますが、シャプラニールが１年間、バングラデシュで使うお金の何倍

も外務省さんが使われているんですね、大使館で。それをやっていらっしゃる方が何人、現地の

事情にどれだけ詳しくて、何人がかりでやっていらっしゃるかと考えると、正直申し上げて、シ

ャプラニールのほうがそこは手をかけている。だから、NGOのほうが間接費でむだなのかという指

摘もできるでしょうが、もう少し草の根の細かいところを見ていったほうがより有益に使えるの

ではないか。だから、ただコストを使えという話をしているわけではないんだけれども、せっか

くここまで来ているんだから、もっとよくできないだろうか。そこにＮＧＯの知見を使っていた

だけないだろうか。 
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 いろいろ幾つか具体的な問題があったときに、問題があるぞということは、現地のＮＧＯから

私どものところに結構寄せられてくるんですね。どうなっているんだとか、書類がうまくとれな

かったぞとか、これどういう理由でリジェクトされたんだとか。オールジャパンと西村政務官に

言っていただきましたけど、私どもも、向こうから見れば、日本の一部をなしているわけであり

まして、草の根援助はこういう形になっているんだよという説明を、責任を負っているわけでは

ないにしても、そういうものを果たす役割はあるんだろうと思います。 

 私、具体的に細かく考え切っているわけではございません。というのは、必ずしも情報を十分

得ているわけではありませんので。、しかし少なくとも私どもが現場で活動する限り、改善の余地

が幾つかあろう。特に受け取ったところよりも、全然アプライできなかったところとか、受け取

れなかったところはどういう基準なのかとか、そういうことにも焦点を当てていきたいと思って

います。 

 今、具体的な、これとこれをこういうふうに変えようというよりは、現状１～２カ国見て、こ

ういう形でなら、私ども日本の市民社会として、現地の市民社会に対する日本のＯＤＡの供与の

改善をお手伝いさせていただけるよということを一緒に勉強させていただきたい。これがうまく

いくようなら、これをシステム化して、ほかの国にも広げていくとか、制度化していただいて、

それをもっとシステマチックにやらせていただきたい。その実験をやらせていただけないだろう

かということであります。そのことによって、結果的に日本のＯＤＡの質が高まるだけではなく、

日本のＮＧＯの質や能力も高まっていく。現地に対する見方、基本的には、現地のＮＧＯは現地

の人々が主役になっていくのが大きな流れですから、そこへ日本のＯＤＡも大きく流れていく。

そして、説明責任や経済効果にもあらわれていくのではないか。外務省さんも理解が深まってい

くと考えています。私どももＯＤＡに対する理解を深めることができるということで、少しお金

はかかるかもしれませんし、システム化するにはまだ時間がかかると思いますが、ぜひ一歩進め

ていただきたいというお願いでございます。 

◎倭島 牛尾課長、お願いします。 

〇牛尾課長（開発協力総括課） 開発協力総括課長の牛尾です。 

 この提案、何でいままでネグってきたのか私には全然わからなくて、拒む理由は全然ないです

よね、はっきり言って。ぜひ実現をしたいと思っていまして、具体的地域とか、どこを見るのか

ということについては詰めさせていただきたいと思います。 

 これをやることで何がいいのかということですけれども、我々は1,400件ぐらい草の根をやって
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いるんですけど、いろいろ問題があるわけですよね。効率的にやるのにどういう改善をしなきゃ

いけないのかということも我々認識していて、むしろそれは現地で活動している日本のＮＧＯの

方から意見を吸い上げたほうが、我々外務省の人間がどれだけ見ているかというと、そんなに見

ていないわけで、そこに非常なメリットがあるんじゃないかなと思っていまして、我々にとって

も勉強になることと、おっしゃるとおり、たくさん問題があると思うんですよ。この制度、1,40

0件もやっていますので、改善する点はたくさんあるので、やらなきゃいけないと思っていたとこ

ろなので、非常にいいのかなと思っているということです。 

 もう一つ言えるのは、これから考えなきゃいけないのは、日本の援助の考え方をあちこちで植

えつけていくことをやらなきゃいけなくて、この措置がそういうものに通じていけばオールジャ

パンとしていいのかなと思っているところがあります。 

 したがって、夏でもいいんですけれども、なるべく早く具体的に行いたいと思っているところ

でございます。 

〇山田参事官 これをきょうの議題に取り上げていただいてありがとうございます。決してネグ

っていたわけではないんですが、結果的に時間がかかっていたことをおわびします。できるだけ

早く、そうした合同調査的なものが実現するように我々としても努力したいと思いますし、そう

いうふうにしていきたいと思います。 

●野田 感想ですけれども、外務省さんの機構改革の成果はこういうことなんだな、政権交代と

はこういうことなんだなと、今改めて実感として強く感じております。いままであまり前向きに

捉えられてこなかったことがこういう形で前進したことをありがたく思います。 

 既に大橋さんがご発言になったことに若干重なるんですけれども、我が国のＯＤＡの基本方針、

「人間の安全保障」ということでありましょうし、特に民主党さんの考える友愛社会、命を大切

にするということで、人間一人一人に焦点を当てた援助は日本ならではの非常に重要なメッセー

ジだと考えているわけです。 

 その点に関して我々ＮＧＯはエキスパータイズを有しておりますし、首都圏でご活躍のＮＧＯ

の皆さんはもちなんのこと、我々中小のＮＧＯが多い地方ではスモール・イズ・ビューティフル、

中小であるからこそより細かいところに目が届くという違ったエキスパーティーズもありますの

で、そういった別の意味での強みを生かし、草の根・人間安全保障無償の改善ひいては日本の国

際協力全体の改善に、ＮＧＯとしても積極的に参画させていただきたいと考えております。あり

がとうございます。 
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〇山田参事官 政権交代はあんまり関係ないと思います。 

●野田 でも、意識を変えていただいたことは非常に感謝しています。◎倭島 特段なければ、

次の報告事項に移らせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

●大橋 一言だけつけ加えます。 

 この件については皆さんとのシェアですが、先ほどの打ち合わせ会で、こういうお答えをいた

だけるだろうということを予想して、私と、連携推進委員の米山委員と、ジョイセフの浜野さん

がとりあえず担当者となりましたので、こちら側がこの３人、もっと希望者が出ればまた調整さ

せていただきますけれども、対応させていただく形でやらせていただきます。 

◎倭島 では、報告事項に移りたいと思います。 

最初にＯＤＡ予算について、国際協力局政策課の山本補佐からご説明いたします。 

〇山本課長補佐（政策課） 国際協力局政策課の山本でございます。よろしくお願いします。 

私からは、今、国会に提出しております22年度当初予算と、先日成立いたしました21年度補正

予算について、時間も押しておりますので手短にご説明させていただきます。 

資料につきましては、お手元にお配りしております横長の両面刷りの１枚紙「22年度外務省Ｏ

ＤＡ予算（案）の概要」と、もう一つ、ＯＤＡ予算以外の予算も計上しておりますが、外務省予

算全体の資料、パワーポイントの縦紙でございますが、こちらを使って説明させていただきます。 

まず横紙から一般会計の当初予算でございますが、厳しい財政状況ということもあり、政府全

体では6,187億円、前年対比7.9％減でございます。外務省予算につきましても、ことしは行政刷

新会議の事業の仕分けの結果も反映しておりまして、前年対比で5.3％減の4,134億円、無償資金

協力については1,542億円、ＪＩＣＡ運営費交付金については1,480億円、ＪＩＣＡの有償部門交

付金は今回要求をしませんでした。分担金、拠出金については514億円でございます。これ以外に、

在外公館における活動経費等であります援助活動支援費598億円という内訳になっております。全

体としては厳しい状況で、減額になっておりますけれども、この中でも選択と集中を図ることに

より、重要外交政策であるアフガニスタン支援、環境・気候変動関連支援、ＮＧＯとの連携強化

といった項目については対前年度よりも増額を図っております。 

次に第２次補正予算でございます。 

第２次補正予算につきましては、政府全体、とは言っても外務省予算だけですが1,458億円を計

上しております。内訳は重要政策でありますアフガニスタン支援、気候変動関係支援、感染症関

係の世界エイズ・結核・マラリア対策基金への拠出などを計上しております。 
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以上、簡易ではございますけれども、ご報告させていただきます。 

◎倭島 ご質問等ございますでしょうか。特段なければ次の報告事項にいきたいと思いますが、

よろしゅうございますか。 

 では、続きまして活動環境整備事業について、民連室長からご説明いたします。 

〇川口室長 川口から、時間も押しておりますので簡単に説明させていただきます。 

 ＮＧＯの活動環境整備事業に関しましては、昨年の連携推進委員会その他の意見交換の場で皆

様方からいただいた意見も踏まえつつ検討してまいりました。既存の事業で廃止したものとか、

新規事業を立ち上げたものとかありますけれども、大まかなところでは大きな変更はございませ

ん。 

予算は、22年度は600万円ほど環境整備事業がふえております。その中で、今回の一番の目玉は

ＮＧＯインターンシッププログラムだと思いますが、いままで持っておりました専門調査員の後

継プログラムとしまして、来年度から新規にインターンプログラムを開始する予定です。これは

ＮＧＯへの就職を希望する若手人材の育成をＮＧＯさんに委託するものです。６月ぐらいから年

度末まで10カ月間の期間になりますが、20名程度を考えております。したがいまして、事務局に

この業務は委託する考えですけれども、そのための準備を進めています。受け入れていただく団

体の募集は４月から５月ぐらいの段階になると思っております。 

その他のＮＧＯ相談員とかＮＧＯ研究会とか、大きな枠での変化はございません。ただ、我々

の視点として、研究会等にしましても、ＮＧＯの手によるプログラムという点を十分考慮しなが

ら進めていきたいと考えております。 

申し上げましたように、インターンプログラムが一番大きいところでございます。以上です。 

◎倭島 本件についてのご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

続きまして、「５カ年推進チームの振り返り」について、外務省、ＮＧＯ側双方から一言という

ことで、まず稲場様からお願いしたいと思います。 

●稲場 ５カ年計画推進チームのＮＧＯ側の取りまとめをしております稲場と申します。よろし

くお願いします。 

 ５カ年計画推進チームについては先ほど、ＯＤＡ改革のところで触れられたかと思いますけれ

ども、前政権のもとで、2007年度から2011年度までということで期間を区切って５カ年計画とい

うことで、ＮＧＯ、ＯＤＡの連携を促進するということで定められたのがこちらになっておりま

す。 
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 これに関してＮＧＯ側と外務省側でしっかり進めるということで、連携推進委員会のもとに５

カ年計画推進チームが、ＮＧＯ側委員と外務省側委員で設けられまして、今年の３月以降、これ

について進めてきたのがプロセスかと思います。 

 成果の点ですけれども、どういう実施をしてきたかについて、パワーポイントの資料が皆さん

のところにあるかと思いますので、こちらを見ていただけるとありがたいんですけれども、こと

しどういう形で５カ年計画推進チームを行ってきたかということですが、５カ年計画は三つプラ

ス１という形で項目がありまして、まずＯＤＡ本体事業へのＮＧＯの参画促進が一つ、ＮＧＯの

能力向上に関しては、先ほどの活動環境整備支援事業、三つ目が人事交流の拡大、この三つがあ

ります。それにプラスして、ＮＧＯ連携無償に関しても、こちらのチームでも扱うということで

進めてまいりました。 

 こちらとしては、ＯＤＡ本体事業の参画については、コミュニティ開発支援無償に関する勉強

会、その他のスキームに関する勉強会をしたということです。それによって、ＮＧＯとして、Ｏ

ＤＡ本体事業についての理解を深めたということです。 

 ＮＧＯの能力向上については、先ほどのインターンシップ制度のもとになるような形でのアン

ケート、どういうニーズがあるのかということについてのアンケートをさせていただいて、それ

を４月の段階で発表させていただきました。 

 ＮＧＯ連携無償については先ほど詳細な報告があったかと思いますので、こちらとしても大変

ありがたい改革を進めていただいた。さらには大規模化という形で資金がついたということで、

これについて我々としても本当に感謝をしているところでございますし、こちらとしても、Ｎ連

の資金需要のアンケートとか、制度改善のアンケートとか、こういったことを進めた結果として、

こういったものが出てきたことについてはまことにありがたいことだと思っております。 

最後のページに「積み残し課題」がついておりますけれども、Ｎ連については、資金増・規制

緩和ということで、新たにＮＧＯ側として、多くの課題を我々として持ち帰ることになるかなと

思います。案件形成の積極化、ＮＧＯの質の向上、能力の強化、プロジェクト実施に当たっての

コンプライアンスの向上、こういったことをＮＧＯとしてしっかり努めていくことが必要かなと

思います。 

その他地方・中小ＮＧＯなどの多様なＮＧＯセクターに対応できる多様なスキームの形成、ま

た、そのスキームにどのようにアクセスするのかということについての情報をよりしっかりアク

セスすることが必要なのかなと思います。 



 33 

ＯＤＡ本体事業に関しましてはなかなか難しいところでございまして、ＮＧＯの存在を、現状

のＯＤＡ本体事業の中で必ずしも十分に認識されていないところがあります。制度設計の中にも

それが必ずしも認識されていない。その点を考えますと、300日改革等も含めまして、ＯＤＡ本体

事業にいかにＮＧＯが参画できるようにするのか、そのために制度の設計をどういうふうに見直

していくのか、こういったことがかなり重要ではないかと思います。これは非常に大きな積み残

し課題になろうかなと思っています。 

能力向上については、活動環境支援整備事業に関してより議論を深めていくことになるのかな

と思います。 

最後に人事交流の拡大についてですが、これについては現状で手つかずで残っていますので、

今後また新たな観点から議論を進めていくことが必要かなと思っています。 

報告としては以上で、積み残し課題としては、ＯＤＡ本体事業への参入をどのように考えるの

かということを検討していかなければならないのかなと思っています。 

以上です。どうもありがとうございます。 

◎倭島 外務省側から、川口民連室長に一言お願いします。 

〇川口室長 民連室川口です。私からは５カ年計画推進チームとの関係でも、これまで建設的な

議論ができたと考えております。 

 今、稲場さんが触れられましたＯＤＡ本体事業への参画については、残念ながら本年度につい

てはコミュニティ開発への参加は成立できない状況が実情です。 

 きょう私から話させていただきましたけれども、協議事項の中で述べましたＮ連の国際協力に

おける重点課題、ここを活用していただくことによって、そこの部分を少し補っていけるのかな

と思っております。 

 人事交流の拡大については、おっしゃったように十分な議論ができませんでしたので、引き続

き検討課題となっております。 

 私からは以上です。 

◎倭島 どなたかほかにコメント等ございますでしょうか。 

●稲場 １点だけ忘れておりました。能力向上の促進あるいは活動環境整備支援事業の中で、例

えばＧ８以降、多くのＮＧＯが政策的な面からいろいろな貢献をしていることもございます。で

すので、この枠組みの中で、政策提言型ＮＧＯの能力強化、活動の積極化に向けた支援枠組みの

検討については新たな課題として検討していく余地があるのかなと思っております。 
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●藤野 一つ前の議題の話でもよろしいでしょうか。 

◎倭島 議論が混乱するおそれがありますので、現在の議題についての議論が終わった後にお願

いします。 

●藤野 はい。 

●山口（シェア＝国際保健協力市民の会） ５カ年チームのメンバーの一人で、シェア＝国際保

健協力市民の会の山口と申します。 

 積み残し課題の中の人事交流の拡大について、この件は十分な議論がなされなかったわけです

が、幾つか論点として出てきたことだけご紹介させていただきます。 

 人事交流の中で実際に行われてきたのは、外務省からＮＧＯへのインターン制度とか、あるい

はＮＧＯから外務省への研修ということで短期のものがありましたが、短期のものでは非常に難

しい。お互いに時間をとるのは難しいし、体験だけで済んでしまっていることがあるので、新た

な視点から出ているのが、大きく分けると２つ論点があったかと思います。 

 一つは、１年、２年という長期にわたってお互いに人事交流をする。例えばＮＧＯから、民連

室等を含めた外務省への出向とか、そういうことが可能じゃないか、あるいは外務省さんからＮ

ＧＯへ２年ぐらい、現場あるいは本部事務所に出向という形での交流、これは日本ではなかなか

実現できていませんが、欧米では比較的日常的にあることを含めて、根本的な交流を検討したら

どうだろうかということ。 

 先ほど大橋理事長から、草の根安全無償の関連で、現地でＮＧＯの知見を利用して、大使館等

で審査をするような人材としてＮＧＯをもっと活用したらどうかという話がありましたが、現在

少しずつ行われているようですけれども、現地大使館において、現地で長く経験しているＮＧＯ

の人等、積極的に草の根を含めたポジションで登用する。それを全世界の大使館レベルで行う。

ＮＧＯの経験者を現場レベルで活用していただくような形での人事交流もどうだろうかという議

論があったことだけ付け加えさせていただきます。 

◎倭島 ほかに特にコメント等ございますでしょうか。  

では、この議題は終わらせていただきまして、藤野様、さっきどういうご質問だったんでしょ

うか。 

●藤野 先ほど二つ目で川口さんからご報告いただいた件ですが、インターンのプログラムのこ

と大変興味深く聞かせていただいたわけですけれども、こういう内容については、決まる前にい

ろいろとご相談いただくというか、こういう協議の場でご提案いただくとさらにうれしいなと思
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って聞かせていただきました。 

というのは、いわゆる５カ年の中の小さいところでお話し合いがあったのかもしれませんけれ

ども、もう少し実際のところについて、きょうは報告という形で聞いてしまいましたので、ああ

そうですかで終わってしまうんですが、新しいプログラムとなると、協議の場で少しお話をして

いただけると大変うれしいなということを先ほどこちらで話をしましたので、それをつけ加えて

おきます。ありがとうございます。 

●大橋 環境整備事業について５カ年計画推進チームといろいろ話をしていただいたことはよか

ったんですが、この場で最終的に議題として確認をしていただく形の手続をとったほうが、本来

ならみんなが周知をできるわけでよかったと思います。かなということを、私ども事務局も担っ

ておりますので、そこのプロセスの打ち合わせのところで意思一致を十分させなかったのかなと

いう反省材料でもあります。基本的に、新しく変わるときにはこの場で、変わりますよというこ

とを確認していただくと、ＮＧＯの中にいろいろな意見があるので、この場で最終確定を行って

いただけるとありがたいという話です。 

◎倭島 特によろしゅうございますか。 

〇川口室長 はい。 

◎倭島 それでは最後の議題に移りたいと思います。「『パシフィック・パートナーシップ』への

ＮＧＯの参加について」、防衛省からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

〇殿岡室長（防衛省国際安全保障政策室） 皆様こんにちは。私は防衛省防衛政策局国際政策課

の殿岡と申します。本日は課長の石川がこちらに参る予定でしたけれども、所用がございまして、

私が説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 皆様の貴重な時間をいただけたことを大変ありがたく思います。どうもありがとうございます。

それでは早速説明させていただきます。 

 私からは二つの資料に基づいて説明させていただきます。皆様のお手元にございます、一つは

横の紙で「説明資料 パシフィック・パートナーシップ2010への参加（全般概要）」と、縦の「パ

シフィック・パートナーシップ2010 ＮＧＯ参加募集要領」、この二つの資料について説明させて

いただきます。 

 まずは横のカラフルなほうから説明させていただきます。 

 この資料はどういうものかという資料の性格でございますが、まずは防衛省の中で、パシフィ
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ック・パートナーシップ2010に参加することが意味のあることかどうかという検討をして防衛大

臣まで上げて、それから鳩山総理まで説明申し上げてご了解をいただいたということで、政府の

中でこういう形で説明させていただいたものでございます。ですので、中身的には防衛省の観点

からという部分が非常に強いものであるということは事前に申し上げておきたいと思います。 

 これに基づくと、パシフィック・パートナーシップ2010がどういうものかわかると思いますの

で、若干かいつまみながら説明したいと思います。 

 まず趣旨でございますけれども、昨年11月15日にシンガポールにおいて鳩山総理大臣が表明さ

れたアジア太平洋地域政策の実現に寄与するため、友愛ボートの件でございますが、同地域の諸

外国が参加するパシフィック・パートナーシップ2010、これは米軍が主催しておりますが、2007

年から開始したものでございますけれども、パシフィック・パートナーシップへ輸送艦及び医官、

お医者さんですね、医官等をもって参加し、また、ＮＧＯなど民間団体とも協力し、多国間での

共同医療支援能力の向上を図るとともに文化交流を行い、アジア太平洋地域の諸外国との関係強

化・信頼醸成を目指すという趣旨であるということで、この意義は防衛省にとっても非常に高い

と判断させていただきました。 

 具体的にどういうことかと申しますと、二つの点があることでございます。 

 一つは関係国家の相互理解及び協力関係を増進し、国際的な安全保障環境を改善するとともに、

ここは日米安保体制の強化に資することから、我が国の平和と安全を確保していく上で重要な意

義を有するという面がございます。 

 もう一つは、医療支援などの国際緊急援助活動や民間セクターとの連携にかかる自衛隊の練

度・技量の向上を図るとともに、国内における官庁間協力の強化、諸外国の民軍部門との協力強

化を図る上でも有意義な機会が確保できるということで、こちらの部分につきまして、防衛省に

とっても新たなチャレンジであるということでございます。 

 最近、災害救援とか、自衛隊もかなり行っておりまして、現地でいろいろな協力が必要である

ということで、こういうことが訓練を通じて事前にできれば我々にとっても非常にプラスである、

それが全体として、日本あるいは世界の安定にも寄与できるのではないかということで、非常に

意義が高いと考えております。 

 パシフィック・パートナーシップ2010ですけれども、実際の米軍の行うパートナーシップの期

間はもうちょっと長いんですね。５月23日から７月15日の約２カ月としておりますけれども、パ

シフィック・パートナーシップ2010全体では５月から９月中旬まで実施するものでございます。
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具体的にはベトナム、カンボジア、その後、米軍はインドネシアや東ティモールまで行くと聞い

ております。 

参加部隊ですけれども、自衛隊としては、海上自衛隊に「おおすみ」型輸送艦がございまして、

それを１隻、それに陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊それぞれお医者さんがおります。医官

や看護師を混成した医療支援チームを編成しまして、それが約20名から30名程度考えております。

全部で180名前後の人員で参加したいと考えております。 

具体的な活動内容につきましては、現在のところのこの三つ、医療支援、文化交流、これは乗

組員による、例えば柔道とか剣道、行った先の国、例えばベトナムとかカンボジアで皆さんに見

ていただくとか、それから人員・物資の輸送を考えております。 

これが皆様方にご説明申し上げる初めての機会でございますけれども、外務省さんを通じて協

力団体を今、募集しているところでございます。本日中に可能な限り、防衛省のホームページに

もこのご案内をアップしたいと考えております。 

パシフィック・パートナーシップ自体はアメリカが考えて始めたものでございます。米国側で

の現時点での構想としましては、米海軍が持っております「マーシー」という病院船がございま

す。これは非常に大きな船ですけれども、約７万トンぐらいの船で、手術室が12ぐらいあって、

病床数が1,000ぐらいある非常に大きな船でございますが、これが参加して行きますということで

す。 

アメリカ以外、あるいは日本以外にも韓国やタイやマレーシア、当然、カンボジア、ベトナム

など、参加国は約20カ国にのぼると聞いております。民間団体についても、過去の例で、「マーシ

ー」に、海外のＮＧＯの皆様が乗って医療活動を行うという実績もございまして、今のところ約1

5団体登録していると聞いております。 

先ほどちょっと申し上げましたけれども、右下のほう、防衛省・自衛隊の現時点での構想とい

いますと、その上に米国の病院船「マーシー」がありますけれども、その右に海自の「おおすみ」

型輸送艦、こういう船を持って行きます。具体的な時期は、ことしの５月23日から７月15日まで

です。訪問国はベトナム、カンボジアで、補給地シンガポールで燃料を積んで日本に戻る予定に

しております。 

次のページに参ります。 

実際の行動予定でございますが、先ほど申し上げたとおり５月23日に出発して７月15日に戻っ

てくる。ブルーのラインをたどっていくと、まずベトナムに着きます。ベトナムのクイニョンと
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いう場所、真ん中辺のところで、そこで米軍の病院船「マーシー」と落ち合う。そこから赤い線

を伝って、まずベトナムで11日間活動しまして、それからまた船に乗って、カンボジアのシアヌ

ークビルに立ち寄ります。ここで12日間、それからシンガポールに寄って我々は日本に戻る。「マ

ーシー」は引き続きインドネシア、東ティモールに行って活動する予定になっております。 

３ページ目、大体どんなイメージかと申しますと、我々の輸送艦は結構大きなもので、トラッ

クとか乗せられます。これを乗せて、あるいは医療器材を乗せて、それを岸壁につけて、現地の

小学校とかに医療施設を開設して、そこで実際に衛生活動をしたり、あるいは岸壁がないような

ところにつきましては、この「おおすみ」型という船はホーバークラフトを持っておりまして、

それで海岸まで乗り上げて、そこから移動していくことを考えております。他方、文化交流など

もやるということです。 

最後のページでございますけれども、どういうものを我々は持っていくかということでござい

まして、左側が船でございます。「おおすみ」型は後ろのほうにホーバークラフトを持っておりま

して、それがおりて砂浜に向かって前進できるということです。あとは必要に応じまして、現在、

現地調査などをしておりますけれども、必要であれば、いろいろなものを乗せたようなトラック

を持って行って現地で使うことも考えております。 

これがパシフィック・パートナーシップ2010の概要でございます。それをもとに、パシフィッ

ク・パートナーシップ、防衛省・自衛隊だけではなく、ぜひＮＧＯの皆様方にもこれに参加して

いただいて、一緒に地域、今回はカンボジア、ベトナムですけれども、に行っていろいろな活動

ができればということで、ぜひ皆様方に参加していただければということで募集要領をつくらせ

ていただきました。これについて概略説明させていただきます。 

まず１ページ目からですけれども、参加スケジュールでございますけれども、先ほど申し上げ

たとおり、四角で囲んであるとおり５月23日から７月15日までで、船につきましては現在のとこ

ろ晴海ふ頭を考えておりますが、変更がございますかもしれませんけれども、晴海ふ頭から出て

ベトナムのクイニョンで11日間、それからまた船で出てカンボジアのシアヌークビルで12日間、

その後シンガポールに寄って東京に戻ってくることを考えております。参加部隊は先ほど申し上

げたとおりでございます。 

こういう日程で行きますけれども、船ですから非常に時間がかかるということなので、全部船

に乗っていただく必要はございません。 

どういうことかと申しますと、２．「ＮＧＯの募集内容」と書いておりますけれども、約30名程
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度ご参加いただければ非常にありがたいと考えております。移動手段につきましては、先ほどか

ら船の移動ばかり説明申し上げましたけれども、活動現地までの移動手段は二つあります。一つ

は先ほど申し上げた輸送艦に同乗して移動するか、ベトナムあるいはカンボジアあるいは両方ま

で飛行機で行って、そこで活動することも可能でございます。 

次のページでございます。 

皆様方にぜひこういうことを実施していただければということで考えましたのが、アからカで

すけれども、医療活動、公衆衛生指導、医療活動につきましては内科とか眼科とか歯科ですね。

「マーシー」は病院船でございますので、手術室が多数あります。そこでは外科手術も行うと聞

いております。ですから、お医者様もぜひ参加していただければと考えております。それから公

衆衛生指導、それから物資配布ですね、生活関連物資等の配布などが考えられます。それから、

この期間に準じた工事、文化交流、それから、我々、防衛というか安全保障を中心に取り組んで

いるものでなかなか創造力がわかないものでございますので、その他こういう活動ができるんじ

ゃないかというものがございましたら、ぜひ教えていただきたく思います。 

参加にかかる官側負担でございますけれども、若干お金の話でございますけれども、経費は以

下のような形で、我々で負担できる部分は負担させていただきたいと考えております。 

まず国内移動費については、ご自宅から、船が横づけされている晴海港か、あるいはその近傍

の港または、飛行機で行かれる方は、ご自宅から国際空港までの往復旅費、国際線の航空チケッ

トは我々のほうで手配させていただきます。 

宿泊とか食費の話もございますけれども、宿泊・食費についてはベトナム、カンボジア、実際

に活動する地域においては、ホテルに宿泊される場合は支払います。 

そうじゃない場合はどういう場合かというと、輸送艦で寝泊まりすることも可能でございます。 

以下の場合は、自衛隊の宿泊施設、食事の提供は可能ということで、今申し上げたとおり、自

衛隊輸送艦で移動する場合、晴海からクイニョンまで行く間、現地で、ホテルシップじゃありま

せんけれども、自衛隊輸送艦に宿泊する場合、そういうことも可能でございます。 

今は人の部分でしたけれども、例えばいろいろな器材とか、あるいは物資を配布する、そうい

うものでかなり物を運んでほしいという要望があるかと思いますけれども、それについてもこう

いう形で我々できますのでご案内申し上げます。 

まず一つは輸送区間で、自衛隊の輸送艦による輸送で、晴海から現地、クイニョンとかシアヌ

ークビルですね、それから晴海港、この間の輸送については我々が実施させていただきます。 
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ただし、晴海港まで及び現地港からの輸送、クイニョンに着いた、そこからどこかで活動する

部分については皆様方に負担をお願いしたいということでございます。どのぐらいの物が運べる

かということにつきましては事前に調整させていただければと考えております。 

関連施器材等の使用は、自衛隊で持っている器材がいろいろございますけれども、それについ

て使えるのか使えないのか、貸してほしいとか、そういう話がございましたら、要望に基づいて

相談させていただきます。 

参加資格でございます。基本的に参加していただくＮＧＯは以下のすべてを満たす必要がある

ということですが、まず一つは、これは募集要領ですけれども、この後、ぜひ参加したいという

団体がいらっしゃいましたら、合意書というのを準備しております、作成中でございますが、こ

れと締結できること、それから次のページでございますけれども、任意団体の期間も含め、団体

として２年以上の活動実績があること、⑶⑷⑸⑹とございます。こういうことを満たしていただ

きたいということでございます。 

管理事項でございますけれども、⑴で、パスポートとかビザとか、現地での宿泊確保（輸送艦

を宿泊先として利用しない場合）、保険とか通関手続とかテンポラリーライセンスの取得等はＮＧ

Ｏ、皆様のほうで実施していただければと考えております。ただ、なかなか難しい部分もあるか

もしれませんので、別途相談させていただける部分もあるかと思います。 

輸送艦で移動される方の出入国審査手続につきましては別途調整させていただきます。船で出

入国という形になりますので。 

その後の「官側が提供する食事」を消していただきたくて、前の部分と平仄が異なったので、

輸送艦内で通信器材の使用、輸送艦内医務室での診療受けはそれぞれ実費を徴収させていただき

ますということで、船の中でぐあいが悪くなったら医務室で診療させていただきますけれども、

それは実費になるということでございます。 

船の中にはみどりの電話、テレホンカードとか使えるみどりの電話がございますけれども、Ｎ

ＴＴですね、これは台湾の手前あたりまではつながるそうですけれども、それ以降はつながらな

いと聞いております。 

注意事項でございますけれども、船は客船とは違う部分がございますので、手すりがなかった

り、本来、ここに通常あるんじゃないかというところがない、あるいは滑りやすかったり、ある

いは急な階段があったりして危険な部分があるので、ぜひご注意願います。服装につきましては

特段規則はないんですけれども、長袖のほうが安全かなと考えております。 
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輸送艦で移動または宿泊のため乗艦する場合、自衛隊の船でございますので指示に従っていた

だいて、規則がいろいろございますということで、遵守していただければと思います。 

それから女性が乗りたいと。もちろんウエルカムでございますけれども、若干古い船であると

いうことと、居住設備・能力に制約があるということで、最大限努力いたしますけれども、100％

のプライベートの確保が難しい場合もあることもご承知おきくださいということでございます。 

申請に関する書類ということで、先ほど申し上げたようなものについて、後ろのほうにいろい

ろ申込書がございますけれども、それに従って、必要な書類とともに提出していただきたいと考

えております。 

実際に自衛隊の船はどんなものなんだ、どんな船に乗っていくんだという部分、あるいはどの

ぐらいの荷物が運べるんだというのは実際に見ないとわからないということがあるかと思います。

それで、輸送艦の研修を我々は企画しております。 

３月１日を計画しております。予備日として３月２日、船がその前に到着しなかったりした場

合には予備日の３月２日としておりますけれども、午後に考えております。ＪＲ横須賀駅改札前

まで来ていただければ、我々のほうでバス等準備しておりますので、それでぜひ研修していただ

ければと思います。 

それ以外にいろいろな情報、これから必要なものがあるかと思いますので、それはまた別途連

絡させていただきたいということです。 

書類の提出期限でございますけれども、検討に短すぎるんじゃないかということもございます

が、とりあえず３月５日の金曜日（消印有効）までに提出していただければと。ただ、もうちょ

っと検討させてほしいということがあれば、それは別途応じさせていただきますので、ご連絡い

ただければと思います。 

連絡については、私の隣の油上が担当しておりますので、質問なり何かありましたら、どんど

んお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

◎倭島 ありがとうございました。本件についてご質問、コメント等ございますでしょうか。特

によろしゅうございますでしょうか。 

〇山田参事官 いろいろお考えや、ＮＧＯから出すのはいろいろな意味で負担があるかと思いま

すけれども、参加してみたらいいんじゃないかと思います。 

 なぜかというと、おそらくＮＧＯと自衛隊の方々のカルチャーは相当違うと思います。いろい

ろな意味でのある種のフリクションもあるかもしれませんが、そういうことによってお互いに非
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常に学ぶことが多いのではないかと思いますので、時間的な、あるいは経済的制約という、ＮＧ

Ｏ側の負担もあるかと思いますけれども、参加すれば、防衛省・自衛隊にとっても、ＮＧＯの方々

にとっても興味深いものになるのではないかと思います。 

◎倭島 特にほかにコメント等がなければ、本日の連携推進委員会はこれで終了させていただき

ます。何かございますか。別件でございますか。 

●宮下（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの宮下と申

します。 

報告事項の１番目のところでお伺いするのを忘れてしまったんですが、ＯＤＡ予算の件で、ＮＧ

Ｏ連携無償につきましては33.6億プラス、アフガニスタン、パキスタン分とのことですけれども、

ＪＩＣＡの草の根技協とジャパン・プラットフォームでそれぞれどのくらいかご教示頂けないで

しょうか。 

〇大金次長（ＪＩＣＡ国内事業部） ＪＩＣＡの草の根技術協力も従来は10億円程度だったんで

すが、22年度、さらに10億円積み増しまして20億円程度という形になります。 

〇飛林事務官（民間援助連携室） ジャパン・プラットフォームですけれども、いままで予算の

制約がありましたので、ＮＧＯの皆さんにはもっと欲しいと言われている中、10億程度しか拠出

されていませんでしたが、まずはＮＧＯ、ジャパン・プラットフォームとしてどのぐらいの活動

を予定しているのかという計画があって、それを踏まえて我々検討しますので、今の段階では幾

らということはありません。昨年度は約29億円で10億円だったということでございます。 

◎倭島 よろしゅうございますか。ほかに特にご意見、コメント等なければ、本日の会合はこれ

で終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

●大橋 外務省さんご存じだと思いますが、今回、私どもの世話人の任期が一応終わりますので、

再任される方もいらっしゃるし、再任されない方もいらっしゃる形になりますので、もしかした

ら世話人としては私ども、今回一応最後という形になって、次のときは新しい、新しくならない、

同じ顔ぶれになるかもしれませんけどということをご了解くださいませ。よろしくどうぞ。 

午後６時25分閉会 


